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～ 育児休業手当金、介護休業手当金等の制度が見直されます ～ 

 

第１ 育児休業手当金及び掛金免除について 

 

１ 育児休業制度の改正 

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律の改正により、育児休業等の対象となる子の範囲につい

て、法律上の親子関係がある子（実子及び養子）に、次の２つの場合が追加されました。 

 

① 民法第８１７条の８第１項の規定により、養親となる者が養子となる者を監護す

ることとされた期間（特別養子縁組の監護期間）に監護されている当該養子となる

べき者 

② 都道府県知事が児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により、同法第６条の４

第１項に規定する里親である労働者に委託されている児童のうち、養子縁組により

養子となるべき者（養子縁組里親に委託されている者等） 

 

２ 育児休業手当金（地方公務員等共済組合法第７０条の２） 

  上記１により、育児休業の対象となる子に「① 特別養子縁組の監護期間に監護され

ている当該養子となるべき者」・「② 養子縁組里親に委託されている者等」が追加とな

ることから、育児休業の対象範囲が広がり、それに伴い、育児休業手当金の対象範囲も

広がることになりました。 

 

３ 育児休業期間中の掛金等の免除（地方公務員等共済組合法第１１４条の２） 

  上記１により、育児休業の対象となる子に「① 特別養子縁組の監護期間に監護され

ている当該養子となるべき者」・「② 養子縁組里親に委託されている者等」が追加とな

ることから、育児休業の対象範囲が広がり、それに伴い、育児休業期間中の掛金等の免

除の対象範囲も広がることになりました。 

 

４ 施行期日 

  平成２９年１月１日から施行されます。 

  ※ 平成２９年１月１日前から、特別養子縁組の監護期間に育児休業を開始しており、

平成２９年１月１日をまたがって、引き続き特別養子縁組の監護期間の育児休業を

取得している場合の育児休業手当金の支給は、平成２９年１月１日分からとなりま

す。 
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第２ 介護休業手当金について 

 

１ 介護休業制度の改正 

  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正によ

り、介護休業期間は、従来は連続する３月以内でありましたが、平成２９年１月から、

通算３月以内であれば最大３回に分割して取得することが可能となりました。また、雇

用保険法における介護休業給付金の支給日数が祝休日を含めて９３日までとされまし

た。 

 

２ 介護休業手当金（地方公務員等共済組合法第７０条の３） 

 

（１）支給期間 

   上記１により、次のとおりとされました。 

改正後 改正前 

介護休業の日数を通算して介護休業手当

金の支給日数が６６日※を超えないもの

とする。 

※ 地方公務員等共済組合法の規定では、祝休日が除か

れています。 

介護休業の開始の日から起算して介護休

業手当金の支給日数が３月を超えない期

間とする。 

   ※ 改正前は、介護休業手当金の支給を受けるためには、初めて介護休業の承認を

受けるときに２週間以上の期間を一括して請求する必要がありましたが、改正後

は、当該規定はなくなりました。 

 

（２）給付上限相当額 

① 平成２８年１２月３１日までは、平成２８年８月１日以後に介護休業を開始し

ている者のうち、給付上限相当額を超えている者は、介護休業手当金を１日当た

り12,927円で給付していました。 

② 今回の法改正により、平成２８年８月１日以後に介護休業を開始した者につい

ては、平成２８年８月１日に遡って給付上限相当額を14,207円として支給するこ

ととされました。 

 

３ 施行期日 

  支給期間の改正については、平成２９年１月１日から施行されます。 

  給付上限相当額の改正については、平成２８年８月１日に遡及適用されます。 

   ※ 平成２９年１月１日前から介護休業を開始している者で、３月を超えていない

もの（例：４５日）のうち、平成２９年１月１日をまたがって、引き続き当該介

護休業を取得している場合、介護休業の残余期間を分割して介護休業を取得した

者については、平成２９年１月１日前の介護休業の日数（例：４５日）と平成２

９年１月１日後の介護休業の日数を通算して６６日に達するまで（例：２１日）

を当該者に対する介護休業手当金の支給期間として計算します。 


